
長野市立信更小学校の閉校に伴う
長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を

改正する規則（案）
及び

長野市特定地域学校選択制度について

1令和５年５月８日 教育委員会５月定例会 教育委員会事務局学校教育課

１経過
年月日 内 容

令和４年11月25日
教育委員会において「長野市立信更小学校を、令和６年
３月31日をもって閉校とする」ことを決定

令和５年３月20日
市議会３月定例会で「長野市立学校設置条例の一部を
改正する条例」議決

令和５年４月５日 「長野市立学校設置条例の一部を改正する条例」報告

令和５年５月８日
教育委員会にて「長野市立小学校及び中学校の通学区域
に関する規則」改正（案）及び「長野市特定地域学校選
択制度」について協議

協議２号



２ 閉校後の指定校について

信更地区住民自治協議会、信更小学校ＰＴＡ会長からの要望事項

閉校後の学区の変更にあたっては、信更中学校の閉校と同様、柔軟な対応をし
ていただきたい。
内容については、保護者の意向を尊重していただきたい。
【保護者の意向】篠ノ井西小学校、塩崎小学校、信州新町小学校

２

市教育委員会の対応（案）

〇「長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」
旧信田小学校の通学区 ⇒ 塩崎小学校を指定校とする
旧更府小学校の通学区 ⇒ 信州新町小学校を指定校とする
※信更小学校の卒業生台帳や学籍に係る重要書類等は、塩崎小学校へ移管予定

〇「長野市特定地域学校選択制度」
旧信田小学校の通学区 ⇒ 信州新町小学校、篠ノ井西小学校も選択できる
旧更府小学校の通学区 ⇒ 塩崎小学校、篠ノ井西小学校も選択できる
※これ以外の学校を希望する場合は、この制度によらず、指定校変更手続きに
より認める。



３ 長野市特定地域学校選択制度の内容
３

「長野市特定地域学校選択制度実施要綱」

特定地域 選択可能学校

信更町氷ノ田の一部 信更町吉原 信更町今泉
信更町三水 信更町上尾 信更町涌池 信更町
桜井 信更町下平 信更町古藤 信更町安庭

長野市立塩崎小学校
長野市立篠ノ井西小学校

信更町赤田 信更町田野口 信更町氷ノ田の一
部 信更町灰原 信更町高野 信更町田沢

長野市立篠ノ井西小学校
長野市立信州新町小学校

別表



㊼

信更小

篠ノ井西中

（信更中）

信州新町中

信州新町小
（旧更府小通学区指定校）

塩崎小
（旧信田小通学区指定校）

篠ノ井西小

（旧更府小通学区）

【参考】各学校の位置関係 ４

（旧信田小通学区）



長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する 

規則（案）要綱 

 

教育委員会事務局学校教育課 

 事   項      説                 明 

１ 改正の理由 

 

 

 長野市立信更小学校の廃止により、その通学区域を長野市立塩

崎小学校又は長野市立信州新町小学校の通学区域に編入すること

に伴い、改正するもの 

２ 改正の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 長野市立信更小学校の通学区域に係る規定を除く。 

(2) 長野市立塩崎小学校及び長野市立信州新町小学校の通学区域

を次のとおり改める。 

小学校名 
通学区域 

改正前 改正後 

塩崎 篠ノ井塩崎 篠ノ井塩崎 信更町赤

田 信更町田野口 信

更町氷ノ田の一部 信

更町灰原 信更町高野   

信更町田沢 

信州新町 長野市支所設置条例別

表に掲げる信州新町支

所の所管区域 

長野市支所設置条例別

表に掲げる信州新町支

所の所管区域 信更町

氷ノ田の一部 信更町

吉原 信更町今泉 信

更町三水 信更町上尾   

信更町涌池 信更町

桜井 信更町下平 信

更町古藤 信更町安庭 

                   （以上別表第１関係） 

３ 施 行 期 日  令和６年４月１日から施行する。 

４ 審 議 状 況 

 

(1) 総 務 部 総 務 課 と の 協 議      １月１８日 

(2) 教育委員会法規審査会の決定       月  日 

 



長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する 

規則（案） 

 

長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則（平成元年長野市教育委員会規

則第４号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１塩崎の項中「篠ノ井塩崎」を「篠ノ井塩崎 信更町赤田 信更町田野口  

信更町氷ノ田の一部 信更町灰原 信更町高野 信更町田沢」に改め、同表信更の項

を削り、同表信州新町の項中「所管区域」を「所管区域 信更町氷ノ田の一部 信更

町吉原 信更町今泉 信更町三水 信更町上尾 信更町涌池 信更町桜井 信更町下

平 信更町古藤 信更町安庭」に改める。 

 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則 ○長野市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則 

平成元年９月30日長野市教育委員会規則第４号 平成元年９月30日長野市教育委員会規則第４号 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 小学校名 通学区域   小学校名 通学区域  

 城山 略   城山 略  

        

 信里 略   信里 略  

 塩崎 篠ノ井塩崎 信更町赤田 信更町田野口 信更町氷

ノ田の一部 信更町灰原 信更町高野 信更町田沢 

  塩崎 篠ノ井塩崎  

 松代 略   松代 略  

        

 七二会笹平分校 略   七二会笹平分校 略  

 （削除）    信更 条例別表に掲げる信更支所の所管区域のうち信更町

宮平を除く区域 

 

 豊野西 略   豊野西 略  

        

 大岡 略   大岡 略  

 信州新町 条例別表に掲げる信州新町支所の所管区域 信更町

氷ノ田の一部 信更町吉原 信更町今泉 信更町三

水 信更町上尾 信更町涌池 信更町桜井 信更町

下平 信更町古藤 信更町安庭 

  信州新町 条例別表に掲げる信州新町支所の所管区域  

 中条 略   中条 略  

  

 


